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第１３章 附則 

第１９１条〔施行〕 

本規程は、平成２５年３月１６日から施行する。 

 

平成２５年７月１日一部改定 

平成２６年３月１５日一部改定 

平成２７年３月１４日一部改定 

平成２７年４月２９日一部改定 （平成２７年５月１日施行。ただし、第２１条〔役員〕の改定規定は平成２７年５月１３日

施行、第７２条〔組織〕第７項の改定規定は平成２８年４月１２日に施行） 

平成２７年５月１３日一部改定 （ただし、第５条〔評議員の推薦〕第１項第２号乃至第４号および同条第３項乃至第５

項の改定規定は平成２８年６月１日に施行） 

平成２７年６月２７日一部改定 

平成２７年１０月１４日一部改定 

平成２７年１１月１１日一部改定 

平成２８年２月１０日一部改定 （ただし、第２６条〔役員の定年制〕の改定規定は平成２８年の定時評議員会開催の

日に施行、第６６条〔加盟料〕および第１０５条〔登録料〕の改定規定は平成２８年３月１日施行） 

平成２８年３月９日一部改定 （ただし、第２１条〔役員〕第３項および第２３条〔理事の職務〕第３項の改定規定は平成

２８年の定時評議員会開催の日に施行） 

平成２８年４月１２日一部改定 （ただし、第４１条の２〔幹部会の構成・権限〕および第４１条の３〔幹部会の開催・定足

数等〕の改定規定は平成２８年の定時評議員会開催の日に施行） 

平成２８年５月１９日一部改定 

平成２８年６月７日一部改定 

平成２８年７月１４日一部改定 

平成２８年８月２４日一部改定 

 

 


